
号

外

二�
令

和

二

年

三

月
二
十
四
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則

(

下

水

道

課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
二
号

岐
阜
県
流
域
下
水
道
事
業
財
務
規
則

目
次第

一
章

総
則(

第
一
条
―
第
六
条)

第
二
章

会
計
整
理

第
一
節

会
計
伝
票
及
び
月
別
管
理
表(

第
七
条
―
第
十
条)

第
二
節

帳
簿(

第
十
一
条
・
第
十
二
条)

第
三
節

勘
定
科
目(

第
十
三
条)

第
三
章

金
銭
会
計

第
一
節

通
則(

第
十
四
条
・
第
十
五
条)

第
二
節

収
入(

第
十
六
条
―
第
二
十
七
条)

第
三
節

支
出(

第
二
十
八
条
―
第
四
十
四
条)

第
四
節

小
切
手(

第
四
十
五
条
―
第
五
十
八
条)

第
五
節

預
り
金
及
び
有
価
証
券(

第
五
十
九
条
―
第
六
十
一
条)

第
六
節

出
納
取
扱
金
融
機
関(

第
六
十
二
条
―
第
七
十
六
条)

第
四
章

た
な
卸
資
産

第
一
節

通
則(
第
七
十
七
条
・
第
七
十
八
条)

第
二
節

出
納(
第
七
十
九
条
―
第
八
十
二
条)

( ) 令和２年３月24日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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(
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日
に
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た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日



第
三
節

た
な
卸(

第
八
十
三
条
―
第
八
十
五
条)

第
五
章

た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品(

第
八
十
六
条
―
第
八
十
九
条)

第
六
章

固
定
資
産

第
一
節

通
則(

第
九
十
条
・
第
九
十
一
条)

第
二
節

取
得
、
管
理
及
び
処
分(

第
九
十
二
条
―
第
九
十
七
条)

第
三
節

減
価
償
却(

第
九
十
八
条
―
第
百
条)

第
七
章

引
当
金(

第
百
一
条)

第
八
章

予
算

第
一
節

予
算
の
見
積
り(
第
百
二
条
―
第
百
四
条)

第
二
節

予
算
の
執
行(

第
百
五
条
―
第
百
八
条)

第
九
章

決
算(

第
百
九
条
―
第
百
十
一
条)

第
十
章

雑
則(

第
百
十
二
条
―
第
百
十
八
条)

附
則

第
一
章

総
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
法
令
そ
の
他
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、
岐
阜
県
流
域
下
水
道
事

業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例(

令
和
元
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
六
号)
に
規
定
す
る
岐
阜
県
流
域
下

水
道
事
業(

以
下｢

事
業｣

と
い
う
。)

の
財
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

企
業
出
納
員)

第
二
条

企
業
出
納
員
は
、
都
市
建
築
部
下
水
道
課
出
納
員(

以
下｢

課
出
納
員｣
と
い
う
。)

及
び

流
域
浄
水
事
務
所
出
納
員(

以
下｢

所
出
納
員｣

と
い
う
。)

と
す
る
。

２

課
出
納
員
は
、
都
市
建
築
部
下
水
道
課
流
域
下
水
道
経
営
企
画
監
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て

る
。

３

所
出
納
員
は
、
流
域
浄
水
事
務
所(

以
下｢

事
務
所｣

と
い
う
。)

総
務
課
長
の
職
に
あ
る
者
を

も
っ
て
充
て
る
。

(

企
業
出
納
員
へ
の
委
任)

第
三
条

都
市
建
築
部
下
水
道
課(

以
下｢

課｣

と
い
う
。)

に
属
す
る
事
業
の
業
務
に
係
る
事
務
の

う
ち
、
金
銭
及
び
物
品
の
出
納
そ
の
他
の
会
計
事
務
を
課
出
納
員
に
委
任
す
る
。

２

事
務
所
に
属
す
る
事
業
の
業
務
に
係
る
事
務
の
う
ち
、
金
銭
及
び
物
品
の
出
納
そ
の
他
の
会
計
事

務
を
所
出
納
員
に
委
任
す
る
。

(

印
鑑
の
届
出)

第
四
条

知
事
は
、
企
業
出
納
員
が
小
切
手
の
振
出
し
等
に
使
用
す
る
印
鑑
を
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
金
融
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

善
管
注
意
義
務)

第
五
条

企
業
出
納
員
そ
の
他
の
職
員
は
、
こ
の
規
則
に
基
づ
い
て
取
り
扱
う
金
銭
、
物
品
そ
の
他
の

資
産
の
管
理
に
当
た
っ
て
は
、
善
良
な
管
理
者
と
し
て
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

金
融
機
関
に
よ
る
出
納
事
務
取
扱
い)

第
六
条

事
業
の
業
務
に
係
る
公
金
の
出
納
事
務
の
一
部
を
知
事
の
指
定
し
た
金
融
機
関(

以
下｢

出

納
取
扱
金
融
機
関｣

と
い
う
。)

に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
出
納
取
扱
金
融
機
関
の
う
ち
、
収
納
及
び
支
払
事
務
の
一
部
を
取

り
扱
わ
せ
る
も
の
を
岐
阜
県
流
域
下
水
道
事
業
出
納
取
扱
店(

以
下｢

出
納
取
扱
店｣

と
い
う
。)

、

収
納
事
務
の
一
部
を
取
り
扱
わ
せ
る
も
の
を
岐
阜
県
流
域
下
水
道
事
業
収
納
取
扱
店(

以
下｢

収
納

取
扱
店｣

と
い
う
。)

、
出
納
取
扱
店
又
は
収
納
取
扱
店
が
取
り
扱
う
収
納
及
び
支
払
事
務
の
一
部
を

統
括
す
る
も
の
を
岐
阜
県
流
域
下
水
道
事
業
統
轄
店(

以
下｢

統
轄
店｣

と
い
う
。)

と
す
る
。

第
二
章

会
計
整
理

第
一
節

会
計
伝
票
及
び
月
別
管
理
表

(

会
計
伝
票)

第
七
条

事
業
に
係
る
取
引
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
引
の
発
生
の
都
度
証
拠
と
な
る
べ
き
書
類
に
基
づ

い
て
会
計
伝
票
を
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。

２

会
計
伝
票
の
種
類
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
取
引

に
つ
い
て
発
行
す
る
。

一

収
入
伝
票(

別
記
第
一
号
様
式)

現
金
収
納
の
取
引

二

支
出
伝
票(

別
記
第
二
号
様
式)

現
金
又
は
小
切
手
に
よ
る
支
払
の
取
引

三

振
替
伝
票(

別
記
第
三
号
様
式)

前
二
号
に
規
定
す
る
取
引
以
外
の
取
引

(

会
計
伝
票
の
作
成
方
法)

第
八
条

会
計
伝
票
及
び
取
引
に
関
す
る
証
拠
書
類
に
は
、
年
度
、
機
関
及
び
そ
の
種
類
ご
と
に
一
連

番
号
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
出
伝
票
の
首
標
金
額
は
、
訂
正
し
て
は
な
ら
な
い
。

(

会
計
伝
票
等
の
整
理)

第
九
条

企
業
出
納
員
は
、
毎
月
会
計
伝
票
及
び
取
引
に
関
す
る
証
拠
書
類
を
整
理
し
、
そ
の
種
類
ご

と
に
付
し
た
一
連
番
号
の
順
に
従
い
編
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

月
別
管
理
表
の
作
成)
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第
十
条

企
業
出
納
員
は
、
会
計
伝
票
に
基
づ
い
て
月
別
管
理
表(

別
記
第
四
号
様
式)

を
作
成
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

帳
簿

(

帳
簿
の
種
類
等)

第
十
一
条

企
業
出
納
員
は
、
次
の
帳
簿
及
び
帳
票(

所
出
納
員
に
あ
っ
て
は
、
第
六
号
に
掲
げ
る
帳

簿
を
除
く
。)

を
備
え
、
事
業
に
関
す
る
取
引
を
記
録
し
、
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

総
勘
定
元
帳

二

固
定
資
産
台
帳(

別
記
第
五
号
様
式)

三

貯
蔵
品
受
払
簿(

別
記
第
六
号
様
式)

四

企
業
債
台
帳(

別
記
第
七
号
様
式)

五

収
入
予
算
整
理
簿(

別
記
第
八
号
様
式)

六

支
出
予
算
整
理
簿(

別
記
第
九
号
様
式)

七

未
収
金
一
覧
表(

別
記
第
十
号
様
式)

八

未
払
金
一
覧
表(

別
記
第
十
一
号
様
式)

九

資
金
前
渡
・
概
算
払
未
精
算
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト(

別
記
第
十
二
号
様
式)

十

そ
の
他
必
要
な
帳
票

２

企
業
出
納
員
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
帳
簿
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
補
助
簿
を
設
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

(

帳
簿
の
記
載)

第
十
二
条

帳
簿
は
、
会
計
伝
票
又
は
取
引
に
関
す
る
証
拠
書
類
に
よ
り
、
正
確
か
つ
明
瞭
に
記
載
し
、

必
要
に
応
じ
毎
月
末
日
に
月
計
及
び
累
計
を
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

勘
定
科
目

(

勘
定
科
目)

第
十
三
条

事
業
の
経
理
は
、
収
益
勘
定
、
費
用
勘
定
、
資
産
勘
定
、
負
債
勘
定
及
び
資
本
勘
定
に
区

分
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
勘
定
科
目
の
区
分
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
章

金
銭
会
計

第
一
節

通
則

(

金
銭
の
出
納)

第
十
四
条

企
業
出
納
員
は
、
金
銭
の
出
納
を
行
う
と
き
は
、
会
計
伝
票
を
確
認
し
て
か
ら
こ
れ
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

預
金
の
現
在
高
照
合)

第
十
五
条

企
業
出
納
員
は
、
毎
月
末
日
現
在
に
お
い
て
出
納
取
扱
金
融
機
関
そ
の
他
の
確
実
な
金
融

機
関
が
作
成
す
る
残
高
証
明
書
と
関
係
帳
簿
と
を
照
合
し
、
そ
の
残
高
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
節

収
入

(

収
入
の
調
定
等)

第
十
六
条

知
事
は
、
収
入
の
調
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
振
替
伝
票
に
よ
り
調
定
す
る
も
の
と

し
、
収
入
の
根
拠
、
所
属
年
度
、
会
計
、
収
入
科
目
、
収
入
金
額
、
納
入
義
務
者
等
を
明
ら
か
に
し

た
書
類
を
添
え
て
企
業
出
納
員
に
振
替
の
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
定
と
同

時
に
現
金
の
収
納
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
収
入
伝
票
に
よ
り
調
定
す
る
も
の
と
す
る
。

(

調
定
の
分
割)

第
十
七
条

知
事
は
、
収
入
金
に
つ
い
て
分
割
し
て
納
入
さ
せ
る
処
分
又
は
特
約
を
し
た
と
き
は
、
当

該
処
分
又
は
特
約
に
基
づ
い
て
、
納
期
の
到
来
ご
と
に
当
該
納
期
に
係
る
金
銭
に
つ
い
て
調
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
に
一
括
で
調
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

調
定
の
変
更
又
は
取
消
し)

第
十
八
条

知
事
は
、
調
定
を
変
更
し
、
又
は
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の

変
更
又
は
取
消
し
の
理
由
に
基
づ
き
、
増
加
額
又
は
減
少
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
振
替
伝
票

に
よ
り
調
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

納
入
の
通
知)

第
十
九
条

知
事
は
、
調
定
を
し
た
と
き
は
、
企
業
債
、
補
助
金
等
そ
の
性
質
上
納
入
の
通
知
を
必
要

と
し
な
い
も
の
を
除
き
、
直
ち
に
納
入
通
知
書(

別
記
第
十
三
号
様
式)

に
よ
り
納
入
義
務
者
に
納

入
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
納
入
通
知
書
は
、
納
期
の
一
定
し
た
収
入
に
つ
い
て
は
納
期
限
の
十
日
前
ま
で
に
、
臨
時

の
収
入
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
発
す
る
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
納
期
限
を
指
定
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(
納
入
通
知
書
の
再
発
行)

第
二
十
条

知
事
は
、
納
入
義
務
者
か
ら
納
入
通
知
書
を
亡
失
し
、
又
は
毀
損
し
た
旨
の
届
出
を
受
け

た
と
き
は
、
そ
の
余
白
に
再
発
行
で
あ
る
旨
を
表
示
し
た
納
入
通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
納
期
限
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(

収
納
金
の
取
扱
い)
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第
二
十
一
条

企
業
出
納
員
は
、
現
金
又
は
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令(

昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百

三
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
証
券(

以
下｢

小
切
手

等｣
と
い
う
。)

を
収
納
し
た
と
き
は
、
領
収
証(

小
切
手
等
で
納
付
を
受
け
た
と
き
は
、｢

証
券
納

付｣

と
表
示
し
た
領
収
証)

を
納
入
者
に
交
付
す
る
と
と
も
に
、
収
入
伝
票
を
発
行
し
、
そ
の
旨
を

知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
業
出
納
員
は
、
現
金
を
収
納
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
現
金
払
込
書(

別
記
第
十
四
号
様
式)

に
よ
り
収
納
取
扱
店
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

五
日
以
内
に
払
い
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

３

企
業
出
納
員
は
、
小
切
手
等
を
収
納
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
小
切
手
等
取
立
依
頼
書(

別
記
第

十
五
号
様
式)

に
よ
り
出
納
取
扱
店
に
当
該
小
切
手
等
の
取
立
て
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

小
切
手
等
が
不
渡
り
と
な
っ
た
場
合
の
措
置)

第
二
十
二
条

企
業
出
納
員
は
、
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
出
納
取
扱
店
か
ら
支
出
拒
絶
の
小
切
手

等
を
添
え
て
小
切
手
等
不
渡
報
告
書(

別
記
第
十
六
号
様
式)

の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に

知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
納
入
小
切
手
等
不
渡
通
知
書(

別
記
第

十
七
号
様
式)

及
び
小
切
手
等
の
不
渡
り
に
よ
る
再
発
行
で
あ
る
旨
を
記
載
し
た
納
入
通
知
書
を
当

該
納
入
義
務
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

納
入
の
督
促)

第
二
十
三
条

知
事
は
、
納
期
限
ま
で
に
完
納
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
納
期
限
後
二
十
日
以
内
に

督
促
状(

別
記
第
十
八
号
様
式)

に
よ
り
完
納
す
べ
き
旨
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
督
促
状
に
は
、
こ
れ
を
発
す
る
日
か
ら
十
日
以
内
に
お
い
て
納
期
限
を
指
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

過
誤
納
金)

第
二
十
四
条

知
事
は
、
過
納
金
又
は
誤
納
金
の
払
戻
し
を
す
る
と
き
は
、
振
替
伝
票
を
作
成
し
、
支

出
の
手
続
の
例
に
よ
り
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

収
入
の
更
正)

第
二
十
五
条

知
事
は
、
調
定
し
た
収
入
の
所
属
年
度
、
会
計
又
は
収
入
科
目
に
つ
い
て
誤
り
を
発
見

し
た
と
き
は
、
直
ち
に
会
計
伝
票
を
発
行
し
、
企
業
出
納
員
に
振
替
の
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(

不
能
欠
損
処
分)

第
二
十
六
条

知
事
は
、
債
権
に
つ
い
て
不
納
欠
損
処
分
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
債
権

を
振
替
伝
票
に
よ
り
不
納
欠
損
と
し
て
処
分
し
、
企
業
出
納
員
に
振
替
の
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

支
払
未
済
金
の
収
入)

第
二
十
七
条

知
事
は
、
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
出
納
取
扱
店
か
ら
支
払
未
済
調
書(

別
記
第
十

九
号
様
式)

に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
収
入
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

支
出

(

支
出
負
担
行
為
の
合
議
等)

第
二
十
八
条

知
事
は
、
支
出
負
担
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
都
度
、
支
出
負
担
行
為
の

目
的
、
予
定
金
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
ら
か
に
し
、
事
前
決
裁
書(

別
記
第
二
十
号
様
式)

に

よ
り
企
業
出
納
員
に
合
議(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

事
前
合
議｣

と
い
う
。)

を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
料
、
職
員
手
当
、
旅
費
及
び
法
定
福
利
費
に
係
る
支
出
負
担
行

為
を
す
る
場
合
に
は
、
事
前
合
議
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

支
出
負
担
行
為
の
整
理)

第
二
十
九
条

知
事
は
、
支
出
負
担
行
為
と
し
て
整
理
す
る
と
き
は
、
支
出
負
担
行
為
書(

別
記
第
二

十
一
号
様
式)

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
人
以
上
の
債
権
者
に

係
る
支
出
負
担
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
支
出
負
担
行
為
内
訳
書(

債
主)

(

別
記
第
二
十
二

号
様
式)

を
、
二
科
目
以
上
を
集
合
し
て
支
出
負
担
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
支
出
負
担
行
為

内
訳
書(

科
目)

(

別
記
第
二
十
三
号
様
式)

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

支
出
の
手
続)

第
三
十
条

知
事
は
、
支
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
出
伝
票
を
発
行
し
、
関
係
書
類
を
添
え
て

企
業
出
納
員
に
支
出
の
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

支
出
伝
票
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
給
料
、
職
員
手
当
、

企
業
債
元
利
金
、
過
誤
納
金
の
払
戻
金
そ
の
他
支
払
義
務
の
確
定
し
た
も
の
で
債
権
者
の
請
求
書
を

徴
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

債
権
者
の
請
求
書(

水
道
料
金
等
官
公
署
等
の
発
す
る
納
入
通
知
書
そ
の
他
の
請
求
書
類
に
準

ず
る
も
の
に
よ
り
支
出
を
要
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
請
求
書
類
に
準
ず
る
も
の)

二

支
出
の
原
因
及
び
計
算
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
。
た
だ
し
、
支
出
の
原
因
及
び
計
算
の

基
礎
が
明
ら
か
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
一
に
掲
げ
る
請
求
書
を
徴
し
難
い
と
き
は
、
知
事
の
証
明
に
よ

る
文
書
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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事
務
所

課

所
出
納
員

課
出
納
員

(
小
切
手
払)

第
三
十
一
条

企
業
出
納
員
は
、
債
権
者
に
対
し
て
小
切
手
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
支
出
伝
票

に
基
づ
き
債
権
者
か
ら
領
収
証
を
徴
し
、
こ
れ
と
引
換
え
に
小
切
手(

別
記
第
二
十
四
号
様
式)

を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

隔
地
払)

第
三
十
二
条

企
業
出
納
員
は
、
隔
地
の
債
権
者
に
支
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
出
納
取
扱
店
を

受
取
人
と
す
る
小
切
手
を
振
り
出
し
、
か
つ
、
そ
の
表
面
余
白
に｢

隔
地
払｣

の
印
を
押
し
、
送
金

依
頼
書(

別
記
第
二
十
五
号
様
式)

を
添
え
て
こ
れ
を
出
納
取
扱
店
に
交
付
し
て
送
金
の
手
続
を
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
業
出
納
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
手
続
を
し
た
と
き
は
、
送
金
通
知
書(

別
記
第
二
十
六
号
様

式)

を
債
権
者
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

送
金
通
知
書
の
再
発
行)

第
三
十
三
条

企
業
出
納
員
は
、
支
払
有
効
期
間
の
あ
る
送
金
通
知
書
に
係
る
再
発
行
の
申
出
を
受
け

た
と
き
は
、
再
発
行
に
つ
い
て
必
要
な
証
拠
書
類
を
徴
し
、
当
初
作
成
し
た
送
金
通
知
書
の
支
払
有

効
期
限
を
有
効
期
限
と
し
、
再
発
行
で
あ
る
旨
を
朱
書
し
た
送
金
通
知
書
を
再
発
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

口
座
振
替)

第
三
十
四
条

課
出
納
員
は
、
出
納
取
扱
金
融
機
関
と
の
間
に
為
替
取
引
の
あ
る
金
融
機
関(

次
項
に

お
い
て｢

取
引
金
融
機
関｣

と
い
う
。)

に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
か
ら
口
座
振
替
の
方

法
に
よ
る
支
払
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
支
払
依
頼
書(

別
記
第
二
十
七
号
様
式)
に
支
払
明
細

表(

別
記
第
二
十
八
号
様
式)

を
添
え
て
こ
れ
を
統
轄
店
に
交
付
し
て
、
口
座
振
替
の
手
続
を
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
業
出
納
員
は
、
取
引
金
融
機
関
に
預
金
口
座
を
設
け
て
い
る
債
権
者
か
ら
口
座
振
替
の
方
法
に

よ
る
支
払
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、｢

口
座
振
替｣

の
印
を
押
し
た
支
払
証(

別
記
第
二
十
九
号

様
式)

に
出
納
取
扱
金
融
機
関
が
指
定
し
た
振
込
用
紙
を
添
え
て
こ
れ
を
出
納
取
扱
店
に
交
付
し
て
、

口
座
振
替
の
方
法
に
よ
り
支
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

現
金
払)

第
三
十
五
条

企
業
出
納
員
は
、
債
権
者
か
ら
現
金
に
よ
る
支
払
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
第
三
十

一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
支
出
伝
票
に
基
づ
き
企
業
出
納
員
を
受
取
人
と
す
る
支
払
証
を
振
り

出
し
、
出
納
取
扱
店
か
ら
現
金
を
受
領
し
、
債
権
者
の
領
収
証
と
引
換
え
に
支
払
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

(

資
金
前
渡)

第
三
十
六
条

政
令
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
資
金
前
渡
は
、
知
事
が
認
め
た
場
合
に
限
り
、

こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

政
令
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
資
金
前
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費

は
、
事
業
の
業
務
に
係
る
事
務
の
性
質
上
、
現
金
に
よ
り
支
払
を
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
と

知
事
が
認
め
た
経
費
と
す
る
。

３

職
員
に
支
給
す
る
給
与
に
つ
い
て
資
金
前
渡
を
す
る
場
合
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
資
金
前
渡
を
受
け
る
職
員
と
す
る
。
た
だ

し
、
そ
の
職
に
あ
る
者
が
欠
け
、
又
は
そ
の
職
に
あ
る
者
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
に

指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

(

資
金
前
渡
の
請
求)

第
三
十
七
条

資
金
前
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
渡
資
金
請
求
書(

別
記
第
三
十
号
様
式)

に

よ
り
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
職
員
に
支
給
す
る
給
与
に
係
る
資
金
前
渡
に
あ
っ
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

資
金
前
渡
の
精
算)

第
三
十
八
条

資
金
前
渡
を
受
け
た
職
員
は
、
確
実
な
保
管
を
し
、
そ
の
用
件
終
了
後
五
日
以
内
に
前

渡
資
金
精
算(

返
納)

書(

別
記
第
三
十
一
号
様
式)

に
証
拠
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
職
員
に
支
給
す
る
給
与
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
給
与
簿
に
知

事
の
支
出
済
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
精
算
書
に
基
づ
き
振
替
伝
票
を
発
行
し
、
当
該
精
算
書
を
添
え
て
企
業
出
納
員

に
振
替
の
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
渡
金
の
精
算
残
金
の
戻
入
に
係
る
振
替
伝
票
及
び
納
入
通
知
書
の
余
白
に
は
、
定
額
戻
入
で
あ

る
旨
を
表
示
し
、
収
入
の
例
に
よ
り
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費)

第
三
十
九
条

政
令
第
二
十
一
条
の
六
第
五
号
に
規
定
す
る
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

委
託
費

二

損
害
賠
償
に
係
る
経
費(

知
事
の
承
認
を
得
た
も
の
に
限
る
。)
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三

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
補
償

金

(

概
算
払
の
精
算)

第
四
十
条

概
算
払
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
用
件
終
了
後
、
第
三
十
八
条
の
例
に
よ
り
精
算
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
負
担
金
、
補
助
金
及
び
交
付
金
に
あ
っ
て
は
事
業
実
績
報
告
書
類
に
よ
り
、

概
算
払
旅
費
で
追
給
又
は
返
納
を
要
し
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
旅
費
精
算
書
類
に
よ
り
、
委
託
料
に

あ
っ
て
は
適
宜
の
精
算
書
類
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
知
事
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
算
に
代
え

る
も
の
と
す
る
。

(

前
金
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費)

第
四
十
一
条

政
令
第
二
十
一
条
の
七
第
八
号
に
規
定
す
る
前
金
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、

次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

訴
訟
費

二

事
業
に
関
連
し
て
買
収
す
る
土
地
又
は
土
地
に
定
着
す
る
物
件
に
関
す
る
権
利(

不
動
産
登
記

法(

平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
権
利
で
、
同
法
に
よ
る
登
記
の

嘱
託
を
す
る
場
合
に
そ
の
嘱
託
情
報
と
併
せ
て
登
記
所
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
報
を
取

得
し
た
も
の
に
限
る
。)

の
代
価

三

公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事
業
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
四
号)

第
五

条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
た
保
証
事
業
会
社
の
保
証
に
係
る
公
共
工
事
に
要
す
る
経
費
の
四

割
以
内
の
経
費

(

前
金
払
の
精
算)

第
四
十
二
条

知
事
は
、
前
金
払
を
し
た
経
費
で
請
負
金
額
、
購
入
金
額
等
そ
の
事
実
に
変
更
が
あ
っ

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条
の
例
に
よ
り
精
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
金
払
を
し
た
経
費
で
そ
の
事
実
に
変
更
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
実
の
確

定
後
、
振
替
伝
票
を
発
行
し
、
企
業
出
納
員
に
振
替
の
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

立
替
金)

第
四
十
三
条

知
事
は
、
職
員
が
公
務
上
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
費
を
立
て
替
え
た
場
合
は
、

別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

支
出
の
更
正)

第
四
十
四
条

知
事
は
、
支
出
命
令
を
し
た
支
出
の
所
属
年
度
、
会
計
又
は
支
出
科
目
に
つ
い
て
誤
り

を
発
見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
会
計
伝
票
を
発
行
し
、
企
業
出
納
員
に
振
替
の
命
令
を
発
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
四
節

小
切
手

(

小
切
手
の
支
払
店)

第
四
十
五
条

企
業
出
納
員
は
、
出
納
取
扱
店
を
そ
の
振
り
出
す
小
切
手
の
支
払
人
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

(

小
切
手
帳
の
入
手)

第
四
十
六
条

企
業
出
納
員
は
、
出
納
取
扱
店
か
ら
小
切
手
帳(

小
切
手
用
紙
は
、
百
枚
綴(

つ
づ)

り

と
す
る
。)

の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

印
章
及
び
小
切
手
帳
の
保
管)

第
四
十
七
条

企
業
出
納
員
は
、
小
切
手
の
振
出
し
等
に
使
用
す
る
印
章
及
び
小
切
手
帳
が
不
正
に
使

用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
容
器
に
厳
重
に
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
小
切
手
帳
の
数)

第
四
十
八
条

小
切
手
帳
は
、
企
業
出
納
員
一
人
に
つ
い
て
、
常
時
一
冊
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

振
出
年
月
日
の
記
載
及
び
押
印
の
時
期)

第
四
十
九
条

小
切
手
の
振
出
年
月
日
の
記
載
及
び
押
印
は
、
当
該
小
切
手
を
受
取
人
に
交
付
す
る
時

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

小
切
手
の
交
付)

第
五
十
条

小
切
手
の
交
付
は
、
企
業
出
納
員
が
自
ら
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

小
切
手
は
、
当
該
小
切
手
の
受
取
人
が
正
当
な
受
領
権
限
の
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上

で
な
け
れ
ば
、
交
付
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

小
切
手
は
、
受
取
人
に
交
付
す
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
小
切
手
帳
か
ら
切
り
離
し
て
は
な
ら
な
い
。

(

記
載
事
項
の
訂
正)

第
五
十
一
条

小
切
手
の
券
面
金
額
は
、
訂
正
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

小
切
手
の
券
面
金
額
以
外
の
記
載
事
項
を
訂
正
す
る
に
は
、
そ
の
訂
正
を
要
す
る
部
分
に
二
線
を

引
き
、
そ
の
上
部
又
は
右
側
に
正
書
し
、
か
つ
、
訂
正
箇
所
の
上
方
の
余
白
に
訂
正
し
た
旨
及
び
訂

正
し
た
文
字
の
数
を
記
載
し
て
、
企
業
出
納
員
の
印
を
押
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
書
損
小
切
手)

第
五
十
二
条

書
損
等
に
よ
る
小
切
手
を
廃
棄
す
る
に
は
、
当
該
小
切
手
に
斜
線
を
朱
書
し
た
上
で
廃

棄
で
あ
る
旨
を
記
載
し
、
そ
の
ま
ま
小
切
手
帳
に
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

小
切
手
用
紙
の
検
査)

第
五
十
三
条

企
業
出
納
員
は
、
小
切
手
受
払
簿(

別
記
第
三
十
二
号
様
式)

を
備
え
、
毎
日
必
要
な
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事
項
を
記
載
し
、
そ
の
記
載
内
容
と
こ
れ
に
該
当
す
る
事
実
と
に
相
違
が
な
い
か
ど
う
か
を
検
査
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

不
用
小
切
手
用
紙
及
び
原
符
の
整
理)

第
五
十
四
条

企
業
出
納
員
は
、
使
用
し
て
い
る
小
切
手
帳
が
不
用
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
小
切
手

帳
の
未
使
用
用
紙
を
、
速
や
か
に
出
納
取
扱
店
に
返
戻
し
て
領
収
証
を
受
け
取
り
、
当
該
小
切
手
帳

か
ら
振
り
出
し
た
小
切
手
の
原
符
と
と
も
に
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

振
出
小
切
手
の
原
符
及
び
前
項
の
領
収
証
は
、
企
業
出
納
員
に
お
い
て
証
拠
書
類
と
し
て
保
管
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

小
切
手
の
振
出
通
知)

第
五
十
五
条

企
業
出
納
員
は
、
小
切
手
を
振
り
出
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
度
小
切
手
振
出
済
通
知
書

に
よ
り
、
出
納
取
扱
店
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

除
権
決
定
に
基
づ
く
支
払)

第
五
十
六
条

企
業
出
納
員
は
、
除
権
決
定
に
基
づ
き
小
切
手
の
振
出
し
後
一
年
以
内
に
支
払
請
求
を

受
け
た
と
き
は
、
除
権
決
定
の
正
本
を
徴
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
調
査
し
、
支
払
う
べ
き
も
の
と
認
め

た
と
き
は
、
こ
れ
に
係
る
証
拠
書
類
に
支
払
委
託
に
つ
い
て
の
所
要
事
項
を
記
載
し
、
出
納
取
扱
店

に
お
い
て
支
払
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

小
切
手
等
に
よ
る
償
還
請
求)

第
五
十
七
条

企
業
出
納
員
は
、
振
出
し
後
一
年
を
経
過
し
た
小
切
手
に
つ
い
て
償
還
請
求
を
受
け
た

と
き
は
、
当
該
小
切
手(

除
権
決
定
を
受
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
除
権
決
定
の
正
本
。
次
条
第
一

項
に
お
い
て
同
じ
。)

を
徴
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
調
査
し
、
償
還
を
す
べ
き
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、

直
ち
に
こ
れ
を
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

償
還
請
求
に
よ
る
支
払)

第
五
十
八
条

知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
小
切
手
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
支
出
伝
票
に
よ
り

償
還
の
た
め
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
及
び
前
項
の
規
定
は
、
支
払
有
効
期
間
を
経
過
し
た
送
金
通
知
書
に
係
る
支
払
請
求
を
受
け

た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
節

預
り
金
及
び
有
価
証
券

(

預
り
金
及
び
有
価
証
券)

第
五
十
九
条

知
事
は
、
保
証
金
そ
の
他
事
業
の
収
入
に
属
さ
な
い
現
金
又
は
有
価
証
券
を
受
け
入
れ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
預
り
金
又
は
預
り
有
価
証
券
と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

預
り
金
の
出
納)

第
六
十
条

預
り
金
の
受
入
れ
及
び
払
出
し
は
、
事
業
の
収
入
及
び
支
出
の
例
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

預
り
有
価
証
券
の
取
扱
い)

第
六
十
一
条

知
事
は
、
有
価
証
券
の
提
出
の
申
出
を
受
け
た
と
き
は
、
振
替
伝
票
を
発
行
し
、
有
価

証
券
収
納(

払
出)

通
知
書(

別
記
第
三
十
三
号
様
式)

を
添
え
て
企
業
出
納
員
に
振
替
の
命
令
を

発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
業
出
納
員
は
、
前
項
の
有
価
証
券
収
納(

払
出)

通
知
書
に
基
づ
く
有
価
証
券
の
提
出
を
受
け

た
と
き
は
、
提
出
者
に
対
し
有
価
証
券
保
管
証
書(

別
記
第
三
十
四
号
様
式)

を
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
保
管
有
価
証
券
の
払
渡
し
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
か
ら
保
管
有
価
証
券
の
払
渡
し

の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
振
替
伝
票
を
発
行
し
、
有
価
証
券
収
納(

払
出)

通
知
書
を
添
え
て
企

業
出
納
員
に
振
替
の
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

企
業
出
納
員
は
、
前
項
の
有
価
証
券
収
納(

払
出)

通
知
書
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
有
価
証

券
保
管
証
書
に
払
渡
し
を
受
け
た
旨
を
付
記
さ
せ
、
こ
れ
と
引
換
え
に
保
管
有
価
証
券
を
払
い
渡
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

預
り
有
価
証
券
に
係
る
利
札
の
払
渡
し
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
取
り
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

６

預
り
有
価
証
券
は
、
安
全
か
つ
確
実
な
方
法
に
よ
っ
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
節

出
納
取
扱
金
融
機
関

(

出
納
時
間)

第
六
十
二
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
に
お
け
る
事
業
に
属
す
る
公
金
の
事
務
取
扱
時
間
は
、
そ
の
金
融

機
関
の
事
務
取
扱
時
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
企
業
出
納
員
か
ら
特
別
の
必
要
に
基
づ
い
て
当
該
時
間

外
に
お
け
る
事
務
取
扱
い
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
取
扱
い
を
す
る
も
の
と
す
る
。

(

印
鑑
の
届
出)

第
六
十
三
条

出
納
取
扱
店
は
、
そ
の
用
い
る
印
鑑
を
企
業
出
納
員
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
公
金
の
収
納)

第
六
十
四
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
納
入
義
務
者
か
ら
納
入
通
知
書
を
添
え
て
現
金
若
し
く
は
小

切
手
等
の
納
付
を
受
け
た
と
き
、
又
は
企
業
出
納
員
か
ら
収
入
金
の
払
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
領

収
証(

小
切
手
等
で
納
付
を
受
け
た
と
き
は
、｢

証
券
納
付｣

と
表
示
し
た
領
収
証)

を
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
納
取
扱
店
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
を
収
納
し
た
と
き
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
り
収
納
金
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の
回
付
を
受
け
た
と
き
は
、
事
業
の
普
通
預
金
口
座
に
振
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
小
切
手
等
を
収
納
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
当
該
支
払
人
に
支
払
の
請

求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
支
払
の
拒
絶
が
あ
っ
た
と
き
は
、
支
払
人
か

ら
不
渡
り
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

収
納
金
の
回
付)

第
六
十
五
条

収
納
取
扱
店
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
金
を
収
納
し
た
場
合
に
お
い
て
、
納

入
通
知
書
片
を
付
し
た
ま
ま
の
領
収
済
通
知
書
に
現
金
及
び
取
立
不
能
の
小
切
手
等
が
あ
る
と
き
は
、

支
払
拒
絶
を
証
し
た
当
該
小
切
手
等
を
添
え
、
直
ち
に
出
納
取
扱
店
に
回
付
し
、
当
該
取
扱
店
か
ら

収
納
金
領
収
証
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

小
切
手
等
の
取
立
て)

第
六
十
六
条

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
企
業
出
納
員
か
ら
小
切
手
等
取
立
依
頼
書
に
よ
り
小
切
手
等

の
取
立
て
の
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
引
き
受
け
、
小
切
手
等
取
立
引
受
書
を
企
業
出
納
員

に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
当
該
小
切
手
等
の
取
立
て
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
納
取
扱
金
融
機
関
は
、
小
切
手
等
の
取
立
て
を
完
了
し
た
と
き
は
、
即
日
指
定
の
預
金
口
座
に

受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

収
納
済
等
の
報
告)

第
六
十
七
条

出
納
取
扱
店
は
、
公
金
の
収
納
の
手
続
を
し
た
と
き
は
領
収
済
通
知
書
又
は
小
切
手
等

取
立
済
通
知
書
を
、
小
切
手
等
が
不
渡
り
と
な
っ
た
と
き
は
支
払
拒
絶
の
小
切
手
等
を
添
付
し
た
小

切
手
等
不
渡
報
告
書
を
企
業
出
納
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

一
般
支
払
手
続)

第
六
十
八
条

出
納
取
扱
店
は
、
企
業
出
納
員
が
振
り
出
し
た
小
切
手
又
は
支
払
証
を
提
示
し
て
現
金

の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
通
常
支
払
の
例
に
よ
り
遅
滞
な
く
現
金
を
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

隔
地
払
等)

第
六
十
九
条

出
納
取
扱
店
は
、
企
業
出
納
員
か
ら
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
隔
地
払
又
は

第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
の
依
頼
を
受
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
隔
地
払
又
は
口

座
振
替
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

支
払
済
等
の
報
告)

第
七
十
条

出
納
取
扱
店
は
、
小
切
手
若
し
く
は
支
払
証
に
よ
る
支
払
又
は
隔
地
払
若
し
く
は
口
座
振

替
の
手
続
を
し
た
と
き
は
、
小
切
手
振
出
済
通
知
書
・
小
切
手
支
払
済
報
告
書
、
送
金
済
報
告
書

(

別
記
第
三
十
五
号
様
式)

又
は
支
払
確
認
書(

別
記
第
三
十
六
号
様
式)

を
企
業
出
納
員
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

支
払
未
済
額
の
預
金
組
入
れ)

第
七
十
一
条

出
納
取
扱
店
は
、
小
切
手
の
振
出
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
て
も
支
払
を
終
わ
ら
な
い
金

額
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
毎
月
分
を
取
り
ま
と
め
て
、
翌
月
五
日
ま
で
に
事
業
の
普
通

預
金
口
座
に
組
み
入
れ
る
と
と
も
に
、
支
払
未
済
調
書
に
よ
り
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

隔
地
払
の
支
払
未
済
額
の
預
金
組
入
れ)

第
七
十
二
条

前
条
の
規
定
は
、
政
令
第
二
十
一
条
の
九
第
三
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

支
払
の
拒
絶
及
び
報
告)

第
七
十
三
条

出
納
取
扱
店
は
、
小
切
手
、
送
金
通
知
書
又
は
支
払
証
の
う
ち
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
に
そ
の
事
実
を
告
げ
、
そ
の
支
払
を
拒
み
、
直
ち
に
企
業

出
納
員
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

所
定
の
様
式
に
相
違
す
る
も
の

二

発
行
者
の
氏
名
が
相
違
す
る
も
の

三

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
印
鑑
と
相
違
す
る
も
の

四

偽
造
又
は
変
造
の
疑
い
が
あ
る
も
の

五

汚
損
し
て
金
額
が
不
明
瞭
な
も
の

六

支
払
期
間
を
経
過
し
た
も
の

七

受
取
人
又
は
企
業
出
納
員
か
ら
亡
失
の
届
出
又
は
通
知
を
受
け
た
も
の

八

小
切
手
又
は
送
金
通
知
書
で
既
に
未
払
証
明
を
し
た
も
の(

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
送
金

通
知
書
を
再
発
行
し
た
場
合
及
び
第
五
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
支
払
を
す
る
場
合
を
除
く
。)

九

支
払
証
の
発
行
日
か
ら
相
当
期
間
経
過
し
た
も
の

十

そ
の
他
債
権
者
の
た
め
で
あ
る
と
確
認
し
難
い
も
の

(

未
払
証
明
の
処
理)

第
七
十
四
条

出
納
取
扱
店
は
、
債
権
者
か
ら
小
切
手
又
は
送
金
通
知
書
に
係
る
未
払
証
明
の
要
求
が

あ
っ
た
と
き
は
、
未
払
証
明
書(

別
記
第
三
十
七
号
様
式)

に
よ
り
こ
れ
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
送
金
通
知
書
に
係
る
未
払
証
明
に
つ
い
て
は
、
当
該
送
金
通
知
書
に
お
い
て
支
払

を
指
定
す
る
金
融
機
関
を
し
て
証
明
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
出
納
取
扱
店
は
、
未
払
分
の
小
切
手
振
出
済
通
知
書
に
小
切
手
亡
失
に

よ
る
未
払
証
明
書
発
行
済
の
旨
を
記
載
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

収
支
証
拠
書
類
の
保
管)

第
七
十
五
条

出
納
取
扱
店
は
、
収
入
及
び
支
出
の
証
拠
書
類
で
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
収
入
及
び
支
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出
を
そ
れ
ぞ
れ
月
別
に
取
り
ま
と
め
、
帳
簿
と
照
査
し
、
そ
の
月
計
金
額
を
表
記
し
て
、
事
業
年
度

経
過
後
五
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

納
入
通
知
書

二

現
金
払
込
書

三

支
払
依
頼
書
及
び
支
払
明
細
表

四

小
切
手

五

そ
の
他
収
入
及
び
支
出
の
証
拠
と
な
る
べ
き
書
類

(

残
高
証
明
書
の
報
告)

第
七
十
六
条

出
納
取
扱
店
は
、
毎
月
末
日
現
在
に
お
け
る
預
金
現
在
額
を
精
算
し
、
残
高
証
明
書
を

企
業
出
納
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

た
な
卸
資
産

第
一
節

通
則

(

た
な
卸
資
産)

第
七
十
七
条

た
な
卸
資
産
と
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
で
あ
っ
て
、
た
な
卸
経
理
を
行
う
も
の
を
い
う
。

一

消
耗
品(

事
務
用
消
耗
品
を
除
く
。)

二

消
耗
工
具
、
器
具
及
び
備
品

三

材
料

２

前
項
の
た
な
卸
資
産
の
区
分
の
細
目
は
、
別
に
定
め
る
。

(

管
理)

第
七
十
八
条

企
業
出
納
員
は
、
た
な
卸
資
産
を
倉
庫
そ
の
他
の
施
設
に
お
い
て
常
に
良
好
な
状
態
で

保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

出
納

(

受
入
価
額)

第
七
十
九
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
た
な
卸
資
産
の
受
入
価
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

購
入
に
よ
っ
て
取
得
し
た
た
な
卸
資
産

購
入
に
要
し
た
価
額

二

製
作
に
よ
っ
て
取
得
し
た
た
な
卸
資
産

原
材
料
費
及
び
製
作
に
要
し
た
費
用
の
合
計
額

三

前
二
号
以
外
に
掲
げ
る
た
な
卸
資
産

適
正
な
見
積
価
額

(

払
出
価
額)

第
八
十
条

た
な
卸
資
産
の
払
出
価
額
は
、
先
入
先
出
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
も

の
に
つ
い
て
は
、
個
別
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

た
な
卸
資
産
の
受
入
れ
及
び
払
出
し)

第
八
十
一
条

た
な
卸
資
産
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
払
い
出
そ
う
と
す
る
と
き
は
、
入
庫

伝
票(

別
記
第
三
十
八
号
様
式)

又
は
出
庫
伝
票(

別
記
第
三
十
九
号
様
式)

を
発
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

(

不
用
の
決
定
等)

第
八
十
二
条

知
事
は
、
た
な
卸
資
産
の
う
ち
不
用
と
な
り
、
又
は
使
用
に
耐
え
な
く
な
っ
た
物
品
に

つ
い
て
は
、
物
品
不
用
決
定
調
書(

別
記
第
四
十
号
様
式)

に
よ
り
不
用
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
不
用
の
決
定
を
し
た
物
品
の
う
ち
、
売
払
い
を
す
る
こ
と
が
不
利

又
は
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
及
び
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
解
体
し
、
又
は
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
節

た
な
卸

(

実
地
た
な
卸)

第
八
十
三
条

企
業
出
納
員
は
、
毎
事
業
年
度
末
に
実
地
た
な
卸
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

企
業
出
納
員
は
、
前
項
の
場
合
の
ほ
か
、
た
な
卸
資
産
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
滅
失
し
た

と
き
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
随
時
実
地
た
な
卸
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

企
業
出
納
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
地
た
な
卸
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
た
な
卸
明
細
表(

別
記
第
四
十
一
号
様
式)

を
作
成
し
、
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

実
地
た
な
卸
の
立
会
い)

第
八
十
四
条

企
業
出
納
員
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
地
た
な
卸
を
行
う
と
き

は
、
知
事
の
指
定
す
る
た
な
卸
資
産
の
受
払
い
に
関
係
の
な
い
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(

た
な
卸
修
正)

第
八
十
五
条

知
事
は
、
実
地
た
な
卸
の
結
果
、
帳
簿
と
現
品
と
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に

た
な
卸
明
細
表
に
基
づ
い
て
振
替
伝
票
を
発
行
し
、
企
業
出
納
員
に
振
替
の
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

所
出
納
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
振
替
を
行
っ
た
と
き
は
、
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
五
章

た
な
卸
資
産
以
外
の
物
品

(

直
購
入)

第
八
十
六
条

知
事
は
、
第
七
十
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
購
入
後
直
ち
に
使
用
す
る

予
定
の
も
の
又
は
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
建
設
仮
勘
定
を
設
け
て
経
理
す
る
建
設
改
良
工
事
に
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使
用
す
る
予
定
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
直
接
当
該
科
目
の
支
出
と
し
て
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
七
十
九
条
及
び
第
八
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
購
入
し
た
物
品
の
う
ち
材
料
に

残
品
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

物
品
の
管
理)

第
八
十
七
条

企
業
出
納
員
は
、
第
七
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
た
な
卸
資
産
勘
定
か
ら
払

い
出
さ
れ
た
も
の
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
購
入
さ
れ
た
も
の

(

以
下
こ
の
章
に
お
い
て

｢

払
出
物
品
等｣

と
い
う
。)
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

事
故
報
告)

第
八
十
八
条

企
業
出
納
員
は
、
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
払
出
物
品
等
が
滅
失
し
、
亡
失
し
、
又

は
損
傷
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

不
用
品
の
処
分)

第
八
十
九
条

知
事
は
、
払
出
物
品
等
の
う
ち
不
用
と
な
り
、
又
は
使
用
に
耐
え
な
く
な
っ
た
も
の
に

つ
い
て
は
、
第
八
十
二
条
の
例
に
よ
り
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

固
定
資
産

第
一
節

通
則

(

固
定
資
産
の
範
囲)

第
九
十
条

固
定
資
産
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

有
形
固
定
資
産

イ

土
地

ロ

建
物
及
び
附
属
設
備

ハ

構
築
物(

土
地
に
定
着
す
る
土
木
設
備
又
は
工
作
物
を
い
う
。)

ニ

機
械
及
び
装
置
並
び
に
そ
の
他
の
附
属
設
備

ホ

自
動
車
そ
の
他
の
陸
上
運
搬
具

へ

工
具
、
器
具
及
び
備
品(

耐
用
年
数
が
一
年
以
上
か
つ
取
得
価
額
が
十
万
円
以
上
の
も
の
に

限
る
。)

ト

リ
ー
ス
資
産(

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
で
あ
る
資
産

で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
イ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。)

チ

建
設
仮
勘
定(

ロ
か
ら
へ
ま
で
に
掲
げ
る
資
産
で
あ
っ
て
、
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
を
建

設
し
た
場
合
に
お
け
る
支
出
し
た
金
額
及
び
当
該
建
設
の
目
的
の
た
め
に
充
当
し
た
材
料
を
い

う
。)

リ

イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
有
形
資
産
で
あ
っ
て
、
有
形
固
定
資
産
に
属
す
る

資
産
と
す
べ
き
も
の

二

無
形
固
定
資
産

イ

借
地
権

ロ

地
上
権

ハ

特
許
権

ニ

施
設
利
用
権

ホ

リ
ー
ス
資
産(

フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
取
引
に
お
け
る
リ
ー
ス
物
件
の
借
主
で
あ
る
資
産

で
あ
っ
て
、
当
該
リ
ー
ス
物
件
が
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。)

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
無
形
資
産
で
あ
っ
て
、
無
形
固
定
資
産
に
属
す
る

資
産
と
す
べ
き
も
の

三

投
資
そ
の
他
の
資
産

イ

投
資
有
価
証
券(

一
年
内(

当
該
事
業
年
度
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
の
日

を
い
う
。)

に
満
期
の
到
来
す
る
有
価
証
券
を
除
く
。)

ロ

出
資
金

ハ

長
期
貸
付
金

ニ

基
金

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
他
の
固
定
資
産
で
あ
っ
て
、
投
資
そ
の
他
の

資
産
に
属
す
る
資
産
と
す
べ
き
も
の

へ

有
形
固
定
資
産
若
し
く
は
無
形
固
定
資
産
又
は
流
動
資
産
に
属
し
な
い
資
産

(

損
傷)

第
九
十
一
条

固
定
資
産
が
損
傷
し
た
と
き
は
、
第
八
十
二
条
の
例
に
よ
り
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
節

取
得
、
管
理
及
び
処
分

(

取
得
価
額)

第
九
十
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
の
取
得
価
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

購
入
に
よ
っ
て
取
得
し
た
固
定
資
産

購
入
に
要
し
た
価
額

二

建
設
工
事
又
は
製
作
に
よ
っ
て
取
得
し
た
固
定
資
産

当
該
建
設
工
事
又
は
製
作
に
要
し
た
直

接
及
び
間
接
の
費
用
の
合
計
額

三

譲
与
、
贈
与
そ
の
他
無
償
で
取
得
し
た
固
定
資
産
又
は
前
二
号
に
掲
げ
る
固
定
資
産
で
あ
っ
て

取
得
価
額
が
不
明
の
も
の

公
正
な
評
価
額

(

登
記
、
登
録
等)
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第
九
十
三
条

知
事
は
、
固
定
資
産
の
取
得
、
処
分
又
は
変
更
に
よ
り
登
記
又
は
登
録
を
要
す
る
も
の

は
、
そ
の
事
実
発
生
後
、
遅
滞
な
く
登
記
又
は
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
固
定
資
産
の
形
状
又
は
性
質
に
応
じ
、
品
目
、
番
号
、
所
属
機
関
名
等
を
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
係
る
使
用
料)

第
九
十
四
条

行
政
財
産(

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
三
十
八
条
第

三
項
に
規
定
す
る
行
政
財
産
を
い
う
。)

の
目
的
外
使
用
に
つ
い
て
徴
収
す
る
使
用
料
の
額
は
、
岐

阜
県
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
か
か
る
使
用
料
徴
収
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号
。

次
項
に
お
い
て｢

使
用
料
条
例｣
と
い
う
。)

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

２

前
項
の
使
用
料
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
使
用
料
条
例
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
条

の
規
定
を
準
用
す
る
。

(

準
用)

第
九
十
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
有
財
産(

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
公
有
財
産
を
い
う
。)

で
あ
る
固
定
資
産
の
取
得
及
び
管
理
に
関
す
る
事
務
に
つ
い

て
は
、
岐
阜
県
公
有
財
産
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
八
号)

第
九
条
、
第
十
条
、

第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

(

建
設
仮
勘
定)

第
九
十
六
条

知
事
は
、
建
設
改
良
工
事
で
そ
の
工
期
が
三
月
又
は
一
事
業
年
度
を
超
え
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
建
設
仮
勘
定
を
設
け
て
経
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
工
事
が

完
成
し
た
と
き
は
、
精
算
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
精
算
額
に
つ
い
て
振
替
伝
票
を
発
行
し
、
企
業

出
納
員
に
振
替
の
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

不
用
の
決
定
等)

第
九
十
七
条

固
定
資
産
の
不
用
の
決
定
等
に
つ
い
て
は
、
第
八
十
二
条
の
例
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
節

減
価
償
却

(

償
却
の
方
法)

第
九
十
八
条

減
価
償
却
は
、
定
額
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
整
理
は
、
有
形
固
定
資
産
に
あ
っ

て
は
間
接
法
、
無
形
固
定
資
産
に
あ
っ
て
は
直
接
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

(

特
別
償
却)

第
九
十
九
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
に
応
じ
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
償
却

額
の
百
分
の
五
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
更
に
減
価
償
却
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

減
価
償
却
の
開
始
等)

第
百
条

減
価
償
却
は
、
当
該
資
産
を
固
定
資
産
と
し
て
取
得
し
、
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る

事
業
年
度
の
翌
年
度
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

２

事
業
年
度
の
中
途
に
お
い
て
撤
去
し
、
又
は
譲
渡
し
た
固
定
資
産
の
当
該
事
業
年
度
分
の
減
価
償

却
は
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

第
七
章

引
当
金

(

賞
与
引
当
金
の
計
上)

第
百
一
条

当
該
事
業
年
度
に
負
担
す
る
と
見
込
ま
れ
る
職
員
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て

は
、
そ
の
金
額
を
賞
与
引
当
金
と
し
て
計
上
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章

予
算

第
一
節

予
算
の
見
積
り

(

予
算
原
案
等
の
提
出)

第
百
二
条

下
水
道
課
長(

以
下｢

課
長｣

と
い
う
。)

は
、
予
算
原
案
及
び
予
算
に
関
す
る
説
明
書

を
作
成
し
、
指
示
さ
れ
た
期
日
ま
で
に
都
市
建
築
部
長(

以
下｢

部
長｣

と
い
う
。)

に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
予
算
に
関
す
る
説
明
書
の
う
ち
予
定
キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ

ロ
ー
計
算
書
の
作
成
は
、
間
接
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

予
算
原
案
等
の
調
整)

第
百
三
条

部
長
は
、
予
算
原
案
及
び
予
算
に
関
す
る
説
明
書
を
審
査
し
、
必
要
な
調
整
を
加
え
て
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

補
正
予
算)

第
百
四
条

予
算
の
成
立
後
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
補
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
前
二
条
の

規
定
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
節

予
算
の
執
行

(

予
算
の
執
行
計
画)

第
百
五
条

知
事
は
、
毎
四
半
期
の
支
出
負
担
行
為
計
画
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
予
算
の
流
用
及
び
予
備
費
使
用
の
手
続)

第
百
六
条

知
事
は
、
予
算
の
執
行
上
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
予
算
の
目
及
び
節
間
の
流
用
を
必

要
と
す
る
と
き
は
、
予
算
流
用
要
求
書
兼
予
算
流
用
簿(

別
記
第
四
十
二
号
様
式)

に
よ
り
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
予
備
費
の
充
当
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
予
備
費
充
当
要
求
書
兼
予
備
費
充
当
簿(

別

記
第
四
十
三
号
様
式)
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
予
算
を
流
用
し
、
又
は
充
当
し
た
と
き
は
、
企
業
出
納
員
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

予
算
の
超
過
の
支
出)

第
百
七
条

知
事
は
、
地
方
公
営
企
業
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号)

第
二
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
の
業
務
量
の
増
加
に
よ
り
増
加
す
る
収
入
に
相
当
す
る
金
額
を
当
該
業
務

の
た
め
直
接
必
要
な
経
費
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
予
算
超
過
支
出
調
書(

別
記
第
四
十
四

号
様
式)

に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
現
金
支
出
を
伴
わ
な
い
経
費
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
予
算
に
定
め
る

金
額
を
超
え
て
支
出
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
予
算
の
超
過
支
出
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
企
業
出
納
員
に
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

予
算
の
繰
越
し)

第
百
八
条

知
事
は
、
予
算
を
翌
事
業
年
度
に
繰
り
越
し
て
執
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
事
業

年
度
の
末
日
又
は
翌
事
業
年
度
の
初
日
に
繰
越
計
算
調
書(
別
記
第
四
十
五
号
様
式)

に
よ
り
決
定

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
予
算
の
繰
越
し
を
決
定
し
た
と
き
は
、
企
業
出
納
員
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章

決
算

(

決
算
の
種
類)

第
百
九
条

決
算
は
、
月
次
決
算
及
び
年
度
決
算
と
す
る
。

(

月
次
決
算)

第
百
十
条

知
事
は
、
毎
月
末
日(

三
月
末
日
を
除
く
。)

現
在
を
も
っ
て
月
次
決
算
を
行
い
、
翌
月

二
十
日
ま
で
に
試
算
表(

別
記
第
四
十
六
号
様
式)

及
び
資
金
予
算
表(

別
記
第
四
十
七
号
様
式)

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

年
度
決
算)

第
百
十
一
条

知
事
は
、
毎
事
業
年
度
末
に
お
い
て
、
決
算
整
理
事
項
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
手
続
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

実
地
た
な
卸
に
基
づ
く
た
な
卸
資
産
の
修
正

二

固
定
資
産
の
減
価
償
却

三

繰
延
収
益
の
償
却

四

資
産
の
評
価

五

引
当
金
の
計
上

六

未
払
費
用
等
の
経
過
勘
定
の
整
理

第
十
章

雑
則

(

出
納
取
扱
店
の
検
査)

第
百
十
二
条

出
納
取
扱
店
の
定
期
検
査
は
、
毎
年
三
月
三
十
一
日
現
在
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

(

現
金
、
有
価
証
券
又
は
物
品
等
の
亡
失
又
は
損
傷
の
報
告)

第
百
十
三
条

知
事
は
、
企
業
出
納
員
そ
の
他
の
職
員
が
そ
の
保
管
に
係
る
現
金
、
有
価
証
券
、
物
品

そ
の
他
の
資
産
を
亡
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一

保
管
責
任
者
又
は
物
品
供
用
者
職
氏
名

二

亡
失
又
は
損
傷
の
日
時
及
び
場
所

三

亡
失
又
は
損
傷
の
物
品
名
、
数
量
、
金
額
又
は
価
格(

時
価)

四

保
管
又
は
供
用
の
状
況

五

亡
失
又
は
損
害
の
事
実

六

発
見
の
動
機
及
び
発
見
後
の
措
置

２

知
事
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
に
規
定
す
る
職
員
が
法
令
の
規

定
に
違
反
し
て
当
該
行
為
を
し
た
こ
と
又
は
怠
っ
た
こ
と
に
よ
り
事
業
に
損
害
を
与
え
た
と
き
は
、

直
ち
に
そ
の
違
反
し
た
事
実
及
び
そ
の
損
害
に
つ
い
て
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

職
員
の
賠
償
責
任
等)

第
百
十
四
条

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二

第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
規
則
で
指
定
す
る
職
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
職
員
と
す
る
。

一

支
出
負
担
行
為
又
は
支
出
命
令

当
該
行
為
に
つ
い
て
専
決
し
、
又
は
代
決
し
た
職
員

二

支
出
負
担
行
為
に
係
る
債
務
が
確
定
し
た
こ
と
の
確
認

支
出
負
担
行
為
に
係
る
債
務
が
確
定

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
検
査
を
行
っ
た
職
員

三

支
出
又
は
支
払

支
出
又
は
支
払
事
務
を
直
接
担
当
し
た
職
員

四

地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
監
督
又
は
検
査

当
該
監
督
又
は
検
査
を
行
っ

た
職
員

(

企
業
出
納
員
の
現
金
保
管
方
法)

第
百
十
五
条

企
業
出
納
員
は
、
そ
の
手
元
に
保
管
す
る
現
金
を
、
堅
固
な
金
庫
の
中
に
保
管
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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(
企
業
出
納
員
の
事
務
引
継
ぎ)

第
百
十
六
条

企
業
出
納
員
の
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
、
前
任
者
は
、
発
令
の
日
か
ら
遅
滞
な
く
そ
の

担
任
す
る
事
務
を
課
出
納
員
に
あ
っ
て
は
課
長
、
所
出
納
員
に
あ
っ
て
は
事
務
所
長
の
立
会
い
の
下

に
後
任
者
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
そ
の
担
任
す
る
事
務
を
後
任
者
に
引
き
継
ぐ
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
課
長
の
指
名
し
た
職
員
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
引
継
ぎ
を
受
け
た
職
員
が
後
任
者
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
は
、
直

ち
に
こ
れ
を
後
任
者
に
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

課
長
は
、
死
亡
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
企
業
出
納
員
自
ら
事
務
を
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
直
ち
に
部
長
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
任
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
行
う
と
き
は
、
引
継
書(

別
記
第
四
十
八
号
様
式)

を
作
成
し
、
現
金
、
書
類
、
帳
簿
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
目
録(

別
記
第
四
十
九

号
様
式)

を
添
え
て
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
帳
簿
は
、
引
継
日
に

お
い
て
最
終
記
帳
の
次
に
年
月
日
及
び
合
計
額
を
記
入
し
、
引
継
ぎ
を
す
る
者
及
び
引
継
ぎ
を
受
け

る
者
が
こ
れ
に
連
署
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
調
整
す
べ
き
現
金
、
書
類
、
帳
簿
そ
の
他
の
物
件
の
目
録
は
、
現
に
調
整
し

て
あ
る
目
録
又
は
帳
簿
に
よ
り
引
継
ぎ
を
す
る
と
き
の
現
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
目
録
又
は
帳
簿
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
引
継
ぎ
を
受
け
た
企
業
出
納
員
は
、
そ
の
旨
を
出
納
取
扱
店
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

企
業
出
納
員
の
印
章)

第
百
十
七
条

企
業
出
納
員
は
、
小
切
手
、
領
収
証
等
に
使
用
す
る
た
め
、
企
業
出
納
員
の
印
章(

別

記
第
五
十
号
様
式)

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

そ
の
他
の
会
計
事
務)

第
百
十
八
条

事
業
の
会
計
事
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
岐
阜
県
会
計
規

則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

に
規
定
す
る
会
計
事
務
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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目
次

(
様
式
番
号)

(

名
称)

(

規
則
条
文)

別
記
第
一
号
様
式

収
入
伝
票

第
七
条

別
記
第
二
号
様
式

支
出
伝
票

第
七
条

別
記
第
三
号
様
式

振
替
伝
票

第
七
条

別
記
第
四
号
様
式

月
別
管
理
表

第
十
条

別
記
第
五
号
様
式

固
定
資
産
台
帳

第
十
一
条

別
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六
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貯
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品
受
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台
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第
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一
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一
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未
払
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覧
表
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条
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号
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資
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概
算
払
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精
算
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ッ
ク
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ス
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第
十
一
条
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十
三
号
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納
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十
九
条
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四
号
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現
金
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書
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一
条
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五
号
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小
切
手
等
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依
頼
書

第
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十
一
条
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十
六
号
様
式

小
切
手
等
不
渡
報
告
書

第
二
十
二
条

別
記
第
十
七
号
様
式

納
入
小
切
手
等
不
渡
通
知
書

第
二
十
二
条

別
記
第
十
八
号
様
式

督
促
状

第
二
十
三
条

別
記
第
十
九
号
様
式

支
払
未
済
調
書

第
二
十
七
条

別
記
第
二
十
号
様
式

事
前
決
裁
書

第
二
十
八
条

別
記
第
二
十
一
号
様
式

支
出
負
担
行
為
書

第
二
十
九
条

別
記
第
二
十
二
号
様
式

支
出
負
担
行
為
内
訳
書(

債
主)

第
二
十
九
条

別
記
第
二
十
三
号
様
式

支
出
負
担
行
為
内
訳
書(

科
目)

第
二
十
九
条

別
記
第
二
十
四
号
様
式

小
切
手

第
三
十
一
条

別
記
第
二
十
五
号
様
式

送
金
依
頼
書

第
三
十
二
条

別
記
第
二
十
六
号
様
式

送
金
通
知
書

第
三
十
二
条

別
記
第
二
十
七
号
様
式

支
払
依
頼
書

第
三
十
四
条

別
記
第
二
十
八
号
様
式

支
払
明
細
表

第
三
十
四
条

別
記
第
二
十
九
号
様
式

支
払
証

第
三
十
四
条

別
記
第
三
十
号
様
式

前
渡
資
金
請
求
書

第
三
十
七
条

別
記
第
三
十
一
号
様
式

前
渡
資
金
精
算(

返
納)

書

第
三
十
八
条

別
記
第
三
十
二
号
様
式

小
切
手
受
払
簿

第
五
十
三
条

別
記
第
三
十
三
号
様
式

有
価
証
券
収
納(

払
出)

通
知
書

第
六
十
一
条

別
記
第
三
十
四
号
様
式

有
価
証
券
保
管
証
書

第
六
十
一
条

別
記
第
三
十
五
号
様
式

送
金
済
報
告
書

第
七
十
条

別
記
第
三
十
六
号
様
式

支
払
確
認
書

第
七
十
条

別
記
第
三
十
七
号
様
式

未
払
証
明
書

第
七
十
四
条

別
記
第
三
十
八
号
様
式

入
庫
伝
票

第
八
十
一
条

別
記
第
三
十
九
号
様
式

出
庫
伝
票

第
八
十
一
条

別
記
第
四
十
号
様
式

物
品
不
用
決
定
調
書

第
八
十
二
条

別
記
第
四
十
一
号
様
式

た
な
卸
明
細
表

第
八
十
三
条

別
記
第
四
十
二
号
様
式

予
算
流
用
要
求
書
兼
予
算
流
用
簿

第
百
六
条

別
記
第
四
十
三
号
様
式

予
備
費
充
当
要
求
書
兼
予
備
費
充
当
簿

第
百
六
条

別
記
第
四
十
四
号
様
式

予
算
超
過
支
出
調
書

第
百
七
条

別
記
第
四
十
五
号
様
式

繰
越
計
算
調
書

第
百
八
条

別
記
第
四
十
六
号
様
式

試
算
表

第
百
十
条

別
記
第
四
十
七
号
様
式

資
金
予
算
表

第
百
十
条

別
記
第
四
十
八
号
様
式

引
継
書

第
百
十
六
条

別
記
第
四
十
九
号
様
式

目
録

第
百
十
六
条

別
記
第
五
十
号
様
式

印
章

第
百
十
七
条
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